
  





	本文へ
	ふりがなをつける
  	ひらがな
	Romaji


  
	よみあげる
	背景色
  	標準
	黄
	青
	黒


  
	文字サイズ
  	拡大
	標準
	縮小


  
	ズーム
  	120%
	100%
	80%


  
	Foreign Language












[image: 八幡浜市]




	サイト内検索
	アクセシビリティツール
	グローバルナビ












[image: ]
組織









	暮らしの情報
    	安心・安全
	届出・証明・戸籍
	保険・年金
	税金
	福祉
	健康・医療
	住宅・インフラ
	環境・衛生


  
	子育て・教育
    	子育て
	教育・文化
	健康・医療
	福祉


  
	観光情報
    	観光・自然
	祭り・イベント
	グルメ
	特産品・お土産
	歴史・文化
	宿泊施設
	交通アクセス
	市営駐車場
	観光情報誌


  
	地方創生・移住
    	地方創生・地域活性化
	都市計画・整備


  
	事業者の方へ
    	入札・公募
	産業・しごと
	都市計画・整備
	税金
	環境・衛生


  
	市政情報
    	行政
	広報活動
	情報公開


  









  
    
      	トップ
	カテゴリ
	分野
	届出・証明・戸籍
	住民票・戸籍

	トップ
	カテゴリ
	ライフシーン
	おくやみ

	トップ
	カテゴリ
	ライフシーン
	結婚・離婚
	結婚する

	トップ
	カテゴリ
	ライフシーン
	結婚・離婚
	離婚する

	トップ
	カテゴリ
	ライフシーン
	妊娠・出産
	出産した

	トップ
	組織
	市民福祉部
	市民課



    

  











  
    
      戸籍届出一覧表（出生・婚姻・離婚・死亡・転籍）


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-282

  

  
    公開日 2022年04月01日

    更新日 2024年03月19日

  



      
      	出生届（子どもがうまれたとき）
	婚姻届（結婚するとき）
	離婚届（離婚するとき）
	死亡届 （亡くなったとき）
	転籍届 （本籍地を変えたいとき）
	その他



 


出生届（子どもがうまれたとき）


	届出期間	生まれた日を含めて14日以内
	届出人	生まれた子の父または母（父または母が署名した届書を親族や親戚の方が持参されてもかまいません。）
	届出に必要なもの	・出生届（医師または助産師の出生証明が必要です。病院、診療所等で出生の場合、出生証明書のついた出生届書を発行してもらえます。）

			・母子健康手帳
	届出地	父母の本籍地、子の出生地、または届出人の所在地
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婚姻届（結婚するとき）


	届出期間	届出の日から効力が生じます（届出の日が婚姻日になります）
	届出人	夫になる人、妻になる人
	届出に必要なもの	・婚姻届（届書には成年2人の証人）届書記載例[PDF：199KB]

			・戸籍謄本（届出地が本籍地でない人）※令和６年３月１日からは不要

			・国民健康保険証（加入者）

			・個人番号カード及び券面記載事項入力補助用パスワード（数字4桁）（氏が変更される方で八幡浜市に住民票のある所有者のみ）

			（署名用電子証明書を発行している方はパスワード（英数字6～16文字））
	届出地	夫または妻になる人の本籍地か所在地
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離婚届（離婚するとき）


	届出期間	協議離婚の場合は届出の日から効力が生じます（届出の日が離婚日になります）

			裁判による離婚の場合は裁判の確定日から10日以内
	届出人	夫妻

			裁判離婚のときは、申立人
	届出に必要なもの	・離婚届（協議離婚の場合、届書には成年2人の証人が必要）届書記載例[PDF：238KB]

			・戸籍謄本（届出地が本籍地でない人）※令和６年３月１日からは不要

			・個人番号カード及び券面記載事項入力補助用パスワード（数字4桁）（氏が変更される方で八幡浜市に住民票のある所有者のみ）

			（署名用電子証明書を発行している方はパスワード（英数字６～１６文字））
	届出地	夫妻の本籍地または所在地
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死亡届 （亡くなったとき）


	届出期間	届出義務者が死亡の事実を知った日を含む7日以内
	届出人	同居の親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人の順

			※同居していない親族等も届出をすることができます。
	届出に必要なもの	・死亡届（医師の死亡診断書または死体検案書が必要です。死亡後に病院から死亡診断書のついた死亡届書を発行してもらえます。）
	届出地	死亡者の本籍地、死亡地または、届出人の所在地
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転籍届 （本籍地を変えたいとき）


	届出期間	届出の日が転籍日になります。
	届出人	筆頭者とその配偶者
	届出に必要なもの	・転籍届　届書記載例[PDF：151KB]

			・戸籍謄本（八幡浜市内間の転籍で八幡浜市に提出される場合は必要ありません）※令和６年３月１日からは不要
	届出地	届出人の本籍地、所在地または転籍地



その他


	窓口に来た方の本人確認をしますので、本人確認に必要なものをご確認のうえ、お持ち下さい。
	上記の表に記載されてない戸籍届出については電話でご確認下さい。




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　市民課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3112
FAX：0894-22-5980
E-Mail：simin@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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	サイトマップ
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043







© Yawatahama City.
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